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豊 田 市 公 共 交 通 会 議  規 約 （ 案 ） 
 
（名称） 
第１条 本会は、「豊田市公共交通会議」（以下「交通会議」という。）と称する。 
 
（目的） 
第２条 交通会議は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）

の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅

客輸送の確保とその他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サ

ービスの実現に必要となる事項を協議するため設置するものとする。 
 
（協議事項） 
第３条 交通会議は、次に掲げる活動を行う。 
（１） 豊田市における総合的な公共交通計画の検討及び定期的な見直し 
（２） 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の様態及び運賃・料金等に関する協議 
（３） 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する協議 
（４） 交通会議の運営方法の検討その他交通会議が必要と認める事項 

 
（交通会議の構成員） 
第４条 交通会議の委員は、下記に掲げる者とし、別表１のとおりとする。 

① 学識経験者 
② 市民、事業者などの想定される利用者が組織する団体等 
③ 鉄道事業者 
④ 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者 
⑤ 社団法人愛知県バス協会及び愛知県タクシー協会 
⑥ 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 
⑦ 愛知運輸支局長又はその指名する者 
⑧ 愛知県知事又はその指名する者 
⑨ 関係する道路管理者及び警察 
⑩ 豊田市長又はその指名する者 

 
（役員） 
第５条 交通会議に、次の役員を置く。 

（１） 会長  １名 
（２） 副会長 １名 



２会長は、荻野弘 豊田工業高等専門学校環境都市工学科 教授 とする。 
３副会長は、委員の中から会長が指名する。 

 
（職務） 
第６条 交通会議は、会長が招集し、議長となる。 
  ２ 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。 
  ３ 副会長は、会長不在のとき、会長の指示により議長を務める。 
 
（交通会議の運営） 
第７条 交通会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。 
  ２ 交通会議は原則として公開する。 
  ３ 会長は必要に応じて委員以外の者を交通会議に出席させることができる。 
 
（協議結果の取扱い） 
第８条 交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、

当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 
 
（事務） 
第９条 交通会議の運営に係る事務は、豊田市 都市整備部 交通政策課で行う。 
 

（その他） 
第１０条  この規約に定めるもののほか、交通会議の運営に必要な事項は会長が別に

定める。 
 
附則 

 この規約は、平成１７年 ８月２９日から施行する。 

  附則 

 この規約は、平成１７年１０月１２日から施行する。 

  附則 

 この規約は、平成１８年 ２月 ２日から施行する。 

  附則 

 この規約は、平成１８年 ５月３１日から施行する。 

  附則 

 この規約は、平成１８年１２月１４日から施行する。 
  附則 
 この要綱は、平成１９年  月  日から施行する。 



 
別表１ 

平成１９年５月２９日現在 
氏名は敬称略 

氏 名 団体、部署名、役職 
該当

番号

荻野  弘 豊田工業高等専門学校 環境都市工学科 教授 ① 

野田 宏治 豊田工業高等専門学校 環境都市工学科 教授 ① 

藤澤 義裕 豊田市区長会 理事 ② 

竹田 芳夫 豊田市老人クラブ連合会 第２事業部長 ② 

澤田 恵美子 豊田市消費者グループ連絡会 会長 ② 

三宅  純 豊田市ＰＴＡ連絡協議会 副会長 ② 

藪押 光市 豊田商工会議所 総務企画部 次長 ② 

関  範夫 豊田市社会福祉協議会 常務理事 ② 

本田 ・広 名古屋鉄道㈱ 東部支配人 ③ 

梶原 雅一郎 愛知環状鉄道㈱ 運輸部 管理課長 ③ 

鈴木 和洋 名鉄バス㈱ 豊田営業所 営業所長 ④ 

堀合 正行 豊栄交通㈱ 専務取締役 ④ 

牛田 昌弘 愛知県タクシー協会 豊田支部長 ⑤ 

鈴木  肇 愛知県バス協会 専務理事 ⑤ 

土井 正幸 愛知県交通運輸産業労働組合協議会 議長 ⑥ 

木村 幹雄 国土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局 首席運輸企画専門官(企画調整担当) ⑦ 

佐々木 和久 国土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局 首席運輸企画専門官(輸送担当) ⑦ 

福本  充 国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 工務課長 ⑨ 

青木  透 愛知県 地域振興部 交通対策課長 ⑧ 

青野 六実 愛知県 豊田加茂建設事務所 維持管理課長 ⑨ 

大山 明夫 愛知県 豊田加茂建設事務所 足助支所 管理課長  ⑨ 

石田 裕則 愛知県警察 豊田警察署 交通課長 ⑨ 

服部 孝文 愛知県警察 足助警察署 交通課長 ⑨ 

吉橋 寿博 豊田市 都市整備部長  ⑩ 

事 務 局 豊田市 都市整備部 交通政策課 

 



現 行 改 正 案 

豊田市公共交通会議 規約 

 

 

 

 （名称） 

第１条  本会は、「豊田市公共交通会議」（以下「交通会議」という。）と称する。 

 

  

（目的） 

第２条 交通会議は、平成１７年４月１日の市町村合併を踏まえ、新豊田市の公共交通のあり方を検

討し、「都市圏としての一体性の形成」、「都市と農山村の共生」、「交流人口の拡大による地域の

活性化」を目指すことを目的とする。 

 

 

 

 （活動内容） 

第３条 交通会議は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

（１）豊田市の公共交通計画の検討 

（２）広域的な基幹バスネットワークの検討 

（３）計画の定期的な見直し 

（４）豊田市福祉及び過疎地有償運送運営協議会（以下、「協議会」という。）を兼ね、福祉及び過

疎地有償運送に関する協議・検討 

（５）その他豊田市の公共交通の利用促進に関すること 

 

 

 （委員） 

第４条 交通会議の委員は、別表１に掲げるものとする。 

 ２ 福祉有償運送に係る協議・検討の際の臨時委員は、別表２に掲げるものとする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊 田 市 公 共 交 通 会 議  規 約 （ 案 ） 
 
 
 
 
（名称） 
第１条 本会は、「豊田市公共交通会議」（以下「交通会議」という。）と称する。 
 
 
（目的） 
第２条 交通会議は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）の規定に基づき、

地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保とその他旅客の利便

の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設

置するものとする。 
 
（協議事項） 
第３条 交通会議は、次に掲げる活動を行う。 
（１） 豊田市における総合的な公共交通計画の検討及び定期的な見直し 
（２） 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の様態及び運賃・料金等に関する協議 
（３） 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する協議 
（４） 交通会議の運営方法の検討その他交通会議が必要と認める事項 

 
 
 
 

（交通会議の構成員） 
第４条 交通会議の委員は、下記に掲げる者とし、別表１のとおりとする。 

① 学識経験者 
② 市民、事業者などの想定される利用者が組織する団体等 
③ 鉄道事業者 
④ 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者 
⑤ 社団法人愛知県バス協会及び愛知県タクシー協会 
⑥ 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 
⑦ 愛知運輸支局長又はその指名する者 
⑧ 愛知県知事又はその指名する者 
⑨ 関係する道路管理者及び警察 
⑩ 豊田市長又はその指名する者 

 
 



 （役員） 

第５条 交通会議に、次の役員を置く。 

（１）会長  １名 

（２）副会長 １名 

２ 会長は、荻野弘 豊田工業高等専門学校環境都市工学科 教授 とする。 

３ 副会長は、会員の中から会長が指名する。 

 

（職務） 

第６条 交通会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長不在のとき会長の指示により議長を務める。 

 

（会議） 

第７条 会長は、必要に応じて委員以外の者を交通会議に出席させることができる。 

 

 

 

 

 

 

  

 （事務） 

第８条 交通会議及び協議会の運営に係る事務は、豊田市 都市整備部 交通政策課で行う。 

 ２ 福祉有償運送に係る事務は、豊田市福祉保健部障害福祉課で行う。 

  

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか交通会議の運営に必要な事項は、会長が別に定める。 

   

  附則 

この規約は、平成１７年 ８月２９日から施行する。 

  附則 

 この規約は、平成１７年１０月１２日から施行する。 

  附則 

 この規約は、平成１８年 ２月 ２日から施行する。 

  附則 

 この規約は、平成１８年 ５月３１日から施行する。 

  附則 

 この規約は、平成１８年１２月１４日から施行する。 
  
 
 

 
（役員） 
第５条 交通会議に、次の役員を置く。 

（１） 会長  １名 
（２） 副会長 １名 

２会長は、荻野弘 豊田工業高等専門学校環境都市工学科 教授 とする。 
３副会長は、委員の中から会長が指名する。 

 
（職務） 
第６条 交通会議は、会長が招集し、議長となる。 
  ２ 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。 
  ３ 副会長は、会長不在のとき、会長の指示により議長を務める。 
 
（交通会議の運営） 
第７条 交通会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。 
  ２ 交通会議は原則として公開する。 
  ３ 会長は必要に応じて委員以外の者を交通会議に出席させることができる。 
 
（協議結果の取扱い） 
第８条 交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実

な実施に努めるものとする。 
 
（事務） 
第９条 交通会議の運営に係る事務は、豊田市 都市整備部 交通政策課で行う。 
 

 

（その他） 
第１０条  この規約に定めるもののほか、交通会議の運営に必要な事項は会長が別に定める。 
 
附則 

 この規約は、平成１７年 ８月２９日から施行する。 

  附則 

 この規約は、平成１７年１０月１２日から施行する。 

  附則 

 この規約は、平成１８年 ２月 ２日から施行する。 

  附則 

 この規約は、平成１８年 ５月３１日から施行する。 

  附則 

 この規約は、平成１８年１２月１４日から施行する。 
  附則 
 この要綱は、平成１９年 ５月２９日から施行する。 



 

平成１８年５月３１日現在 

氏名は敬称略 

別表１ 

氏名 団体、部署名、役職 

荻野 工 弘 豊田 業高等専門学校 環境都市工学科 教授 

野田 工宏治 豊田 業高等専門学校 環境都市工学科 教授 

山本 市慎治 豊田 区長会 会計  

正木 市恒男 豊田 老人クラブ連合会 第２事業部長 

新田 市都子 豊田 消費者グループ連絡会 会長 

安藤 市寿昭 豊田 ＰＴＡ連絡協議会推薦 

藪押 商光市 豊田 工会議所 総務企画部 次長 

平岩 市 博 豊田 社会福祉協議会 事務局長 

本田 屋・広 名古 鉄道㈱ 東部支配人 

梶原 雅一郎 愛知環状鉄道㈱ 運輸部 管理課長 

鈴木 バ和洋 名鉄 ス㈱ 豊田営業所 営業所長 

岸本 県康典 愛知 タクシー協会 豊田支部 支部長 

田中 交 昇 国土 通省 中部運輸局 愛知運輸支局 首席運輸企画専門官 

福本 交 充 国土 通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 工務課長 

水谷 県哲士 愛知  地域振興部 交通対策課長 

鈴木 県 實 愛知  豊田加茂建設事務所 維持管理課長 

大山 県明夫 愛知  豊田加茂建設事務所 足助支所 管理課長  

下尾 県 強 愛知 警察 豊田警察署 交通課長 

服部 県孝文 愛知 警察 足助警察署 交通課長 

小野田 武文 豊田市 都市整備部長  

事務局 田市豊  都市整備部 交通政策課 

別表２ 
氏名 団体、部署名、役職 

濱田 さ広美 想定 れる有償運送の利用者 

星沢 さ康子 想定 れる有償運送の利用者 

佐藤 さ健次 想定 れる有償運送の利用者 

加藤 、水竹 バス タクシー等関係交通機関運転者 

山田 交芳喜 国土 通省 中部運輸局 愛知運輸支局 輸送課長 

岡田 市勇夫 豊田  福祉保健部長  

 
 
 
別表１ 

平成１９年５月２９日現在

氏名は敬称略

氏 団
該

番
 名 体、部署名、役職 

当

号

荻野  弘 豊 ①田工業高等専門学校 環境都市工学科 教授  

野 豊 ①田 宏治 田工業高等専門学校 環境都市工学科 教授  

藤 豊 ②澤 義裕 田市区長会 理事  

竹 豊 ②田 芳夫 田市老人クラブ連合会 第２事業部長  

澤 豊 ②田 恵美子 田市消費者グループ連絡会 会長  

三宅  純 豊 ②田市ＰＴＡ連絡協議会 副会長  

藪 豊 ②押 光市 田商工会議所 総務企画部 次長  

関  範夫 豊 ②田市社会福祉協議会 常務理事  

本 名 ③田 ・広 古屋鉄道㈱ 東部支配人  

梶 愛 ③原 雅一郎 知環状鉄道㈱ 運輸部 管理課長  

鈴 名 ④木 和洋 鉄バス㈱ 豊田営業所 営業所長  

堀 豊 ④合 正行 栄交通㈱ 専務取締役  

牛 愛 ⑤田 昌弘 知県タクシー協会 豊田支部長  

鈴木  肇 愛 ⑤知県バス協会 専務理事  

土 愛 ⑥井 正幸 知県交通運輸産業労働組合協議会 議長  

木 国 ⑦村 幹雄 土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局 首席運輸企画専門官(企画調整担当)  

佐 国 ⑦々木 和久 土交通省 中部運輸局 愛知運輸支局 首席運輸企画専門官(輸送担当)  

福本  充 国 ⑨土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 工務課長  

青木  透 愛 ⑧知県 地域振興部 交通対策課長  

青 愛 ⑨野 六実 知県 豊田加茂建設事務所 維持管理課長  

大 愛 ⑨山 明夫 知県 豊田加茂建設事務所 足助支所 管理課長   

石 愛 ⑨田 裕則 知県警察 豊田警察署 交通課長  

服 愛 ⑨部 孝文 知県警察 足助警察署 交通課長  

吉 豊 ⑩橋 寿博 田市 都市整備部長   

事 豊 務 局 田市 都市整備部 交通政策課  

 







 
（３）基幹バス路線の新設・増便等について 

 

①名鉄バス九久平線（豊田下山線）の増便 

② 〃  矢並線の増便 

③ 〃  藤岡線の増便 

④旭豊田線の新規運行 

⑤旭バスの再編による旭新盛線の運行 

⑥旭バスの再編による川口飯野線の運行 

⑦稲武足助線の増便・基幹バス化 
 

  




































